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傍聴席入口
：品川区議会自民党（自民）　 　　　：品川区議会公明党（公明）  　　　　   ：民主・改革ネット（民・改）
：みんな・無所属品川（み・無）　　　 ：日本共産党品川区議団（共産）　　　      ：無所属
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本会議場の議席配置 第二
委員会室

第四
委員会室

第三
委員会室

 共産控室
 TEL
５７４２-６８１８

第一委員会室

第五
委員会室

６階

５階

傍聴席入口

区議会事務局
 TEL
５７４２-６８０９

議長・
副議長室

４階

WC

WC

WC

エレベーター

エレベーター

エレベーター

傍
　
聴
　
席

本 会 議 場

傍聴受付

 民・改
 控  室
TEL
５７４２-６８１４

 公明控室
 TEL
５７４２-６８１７

 み・無
 控　室
 TEL
５７４２-６８１６

無所属
控   室

自民控室
 TEL
５７４２-６８１３

西本議員
TEL ５７４２-６８６４

高橋議員
TEL ５７４２-６８６２

（別 掲）

 議会棟案内図

請
願
・
陳
情
を
提
出
す
る
に
は

　

区
議
会
で
は
、
区
政
に
つ
い

て
皆
さ
ん
の
ご
意
見
や
ご
要
望

を
、
請
願
や
陳
情
と
し
て
お
受

け
し
て
い
ま
す
。

① 

皆
さ
ん
の
ご
意
見
や
ご
要
望

を
Ａ
４
版
の
文
書
（
左
記
様

式
参
照
）に
し
て
く
だ
さ
い
。 

② 

請
願
（
陳
情
）
代
表
者
の
住

所
・
氏
名
を
書
き
、
押
印
し

て
く
だ
さ
い
。（
請
願
・
陳

情
者
が
多
数
の
場
合
は
、
住

所
・
氏
名
を
自
署
し
た
署
名

簿
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。） 

③ 

請
願
の
場
合
は
紹
介
議
員
の

記
名
押
印
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。 

④ 

定
例
会
の
は
じ
め
に
請
願

（
陳
情
）
が
付
託
さ
れ
る
に

は
、
そ
の
準
備
の
た
め
定
例

会
の
開
会
の
日
の
４
日
前

（
土
日
祝
日
を
含
ま
ず
）
ま

で
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

※
提
出
先

　

区
議
会
事
務
局
議
事
係

　

☎
５
７
４
２ 

│
６
８
０
９

請願・陳情のながれ

○○に関する請願（陳情）
平成　年　月　日

品川区議会議長
　　　○○○○　様

紹介議員（陳情には不要）
　　　　　　氏名（印）

　　　　　請願（陳情）代表者
　　　　　　住所・氏名（印）

ほか　　人
（連絡先電話番号）

　　請願（陳情）の要旨

　　理由

請  願  者
（陳  情  者）

受理

議決

審査

結果通知

委員会
へ付託

議　　　長

議　　　長

議　　　長

本　会　議

本　会　議

委　員　会

執 行 機 関

報告送付
（採択分）

請願書
（陳情書）

審　査
報告書

請  願  者
（陳  情  者）

必要に応じて

関  係  機  関
都・国など

意見書

① 請願には、区議会議員の紹介が必要です。議員の
紹介が無い場合は、陳情として扱います。

② 請願や陳情は、内容により関係する委員会で審査
し、採択か不採択かを決め、議長に報告します。な
お陳情は参考送付とする場合もあります。

③議長はこれを本会議に諮り、採決を行います。

④ 本会議で採択したものは、区長や教育
委員会などの執行機関に送り、その実
現に努力するよう求めます。

⑤ 請願（陳情）代表者には、採択・不採択い
ずれの場合もその結果を通知します。

　

本
会
議
や
、
常
任
・
特
別
委
員

会
は
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

傍
聴
さ
れ
る
方
の
定
員
は
本
会

議
場
は
77
人
ま
で
（
車
椅
子
用
４

席
含
む
）、
第
一
委
員
会
室
は
65

人
、
第
二
〜
第
五
委
員
会
室
は
各

10
人
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、

会
議
開
会
の
１
時
間
前
か
ら
、
議

会
棟
４
階
の
区
議
会
事
務
局
で
、

先
着
順
に
傍
聴
券
を
お
配
り
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
常
任
・
特
別
各
委
員
会

の
調
査
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

  

● 

委
員
会
の
調
査
事
項

常
任
委
員
会

総
務
委
員
会

１ 　

企
画
・
広
報
お
よ
び
行
財
政

に
つ
い
て

２ 　

人
事
・
事
務
管
理
お
よ
び
財

産
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

３ 　

会
計
管
理
室
な
ら
び
に
選
挙

管
理
委
員
会
お
よ
び
監
査
委
員

の
事
務
に
つ
い
て

４　

課
税
お
よ
び
納
税
に
つ
い
て

５ 　

そ
の
他
の
急
施
事
項
等
に
つ

い
て

区
民
委
員
会

１ 　

区
民
生
活
お
よ
び
地
域
活
動

推
進
に
つ
い
て

２ 　

中
小
企
業
振
興
対
策
に
つ
い

て
３　

勤
労
者
福
祉
行
政
に
つ
い
て

４　

生
涯
学
習
に
つ
い
て

厚
生
委
員
会

１ 　

社
会
福
祉
（
児
童
福
祉
を
除

く
。）に
つ
い
て

２　

保
健
衛
生
に
つ
い
て

３ 　

国
民
健
康
保
険
お
よ
び
国
民

年
金
に
つ
い
て

建
設
委
員
会

１ 　

都
市
計
画
お
よ
び
都
市
整
備

に
つ
い
て

２　

土
木
行
政
に
つ
い
て

３　

建
築
行
政
に
つ
い
て

４　

住
宅
対
策
に
つ
い
て

５　

環
境
行
政
に
つ
い
て

６　

防
災
対
策
に
つ
い
て

文
教
委
員
会

１　

学
校
教
育
に
つ
い
て

２　

児
童
福
祉
に
つ
い
て

特
別
委
員
会

行
財
政
改
革
特
別
委
員
会

１ 　

契
約
の
あ
り
方
に
関
す
る
こ
と

２ 　

公
有
地
の
活
用
に
関
す
る
こ
と

３ 　

事
務
事
業
評
価
に
関
す
る
こ
と

４　

受
益
者
負
担
に
関
す
る
こ
と

震
災
対
策
特
別
委
員
会

１ 　

震
災
対
策
に
関
す
る
こ
と

ぜ
ひ
、
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い

ぜ
ひ
、
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い


